
≪標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に係る率≫

（注）下線部分は職員団体又は公益法人等の派遣先の負担です（厚生年金保険料については※２を参照）。網掛け部分が前年度からの変更箇所です。

※１

※２

（注）４月１日の退職等年金に係る標準報酬の月額の総額に追加費用率を乗じます。

＜ 厚生年金保険料の計算方法＞

①　所属所において納付すべき保険料額を算出

　　　標準報酬月額総額　×　保険料率（183‰） …端数切捨て

（注）４月１日の退職等年金に係る標準報酬の月額の総額に追加費用率を乗じます。 ②　組合員保険料を算出

　　　標準報酬月額　　　×　組合員保険料率（91.5‰）…個人ごとに端数切捨て

③　所属所負担分を算出

　　　①　－　②

※３　期末手当等に係る業務負担金は不要です。

　子ども・子育て拠出金は、70歳の誕生日の前日が属する月以降は不要です。

該当所属所に別途通知します。
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掛金・負担金率一覧表（令和８年４月から）
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　厚生年金保険料及び基礎年金負担金は、70歳の誕生日の前日が属する月以降は不要です。
　また、厚生年金保険料のうち、在職派遣職員、職員団体専従及び継続長期組合員に係る所属所負担分は、派遣
先の負担です。
　厚生年金保険料は、他の掛金・負担金と異なり、次のとおり保険料と負担金を算出します。
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　介護掛金及び介護負担金は、40歳の誕生日の前日が属する月から、65歳の誕生日の前日が属する月の前月まで
必要です。
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